
 

 

 

 

§道路工事承認申請について§ 

 

道路管理者以外の者（個人を含む）が道路工事をする場合に必要な申請です。 

［例］：自動車乗入工事、側溝敷設工事等、法面工事、道路改良工事、舗装復旧工事等 
 

１ 作成書類…次の一覧表のとおりです。 

 

作 成 書 類       
書類№ 必要枚数 備    考 

申 請 書     市 長 宛      道路工事承認申請書 №１ １枚  

添付書類 

警察署長宛 道路使用許可申請書 №２ ３枚  

市長および 

警察署長宛 
厳守事項書 №３ ３枚  

図 面      

位置図 №４ ３枚  

平面図 №５ ３枚 別紙の構造図を

使用 断面図 №６ ３枚 

道路使用平面図 №７ ３枚  

保安用品図 №８ ３枚  
 

２ 書類の記入…別添の各記入例を参考にしてください。（凡例：自動車乗入れ） 
 

３ 書類作成手順…別図の手順で作成してください。 
 

４ 留意事項 

（１） 書類について 

・申請に使用する用紙はＡ４またはＡ３をご使用ください。 

・「保安用品図（№８）」についてはそのままご利用ください。なお、他の用品を使う場合

は、用品の絵を追加すること。 

（２） 期間について 

・ 各書類の使用期間、工事期間は「許可日より」とはしないこと。 

・ ３か月を超える工事の場合には、道路管理者（土木課）と事前協議すること。 

・ 許可後、期間を延期する際には道路管理者（土木課）と鯖江警察署（交通課）へ連絡

すること。 

（３） 復旧について 

・ 舗装復旧は土木課の「舗装復旧標準断面図」によること。 

・ 道路上の区画線（横断歩道、一時停止線、中央線等）は原形復旧とする。 

（４） 自動車乗入工事について 

・別紙の構造図にはアスファルトタイプとコンクリートタイプがあります。また、乗入れ

の設置位置は、別添の「自動車乗入設置基準図」を守ること。 

・ なお、申請書提出前に必ず土木課と事前協議をすること。 

・ 街路樹を移転する場合は、土木課に街路樹移植許可申請を行い、許可を得ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例：自動車乗入れ工事 

問合せ先 

〒９１６－８６６６ 

鯖江市西山町１３－１ 

鯖江市都市整備部土木課  

℡：０７７８－５３－２２４６(直通) 



 

 

§ 書 類 作 成 手 順 §           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

№
８ 

№
７ 

№
６ 

№
５ 

№
４ 

№
３ 

№
８ 

№
７ 

№
６ 

№
５ 

№
４ 

№
３ 

№
８ 

№
７ 

№
６ 

№
５ 

№
４ 

№
３ 

１部に 

添付書類３部 

（１）記入例を参考に添付書類 

「№２」～「№８」を記入する。 

№
１ 

土木課へ提出 

（４）添付書類をホチキス、

クリップ等でまとめる。 

（２）添付書類「№２」～「№８」を

２枚ずつコピーする。 

（３）通行止めにする場合は、

「№３」同意書欄に地元区

長印（角印）を押印する。 

ＣＯＰＹ 

（５）記入例を参考に「№１」

を記入する。 

２，３００円の

県証紙を貼付 

№
８ 

№
７ 

№
６ 

№
５ 

№
４ 

№
３ 

№
２ 

№
２ 

№
２ 

№
２ 

№
２ 

№
２ 

№
２ 

№
２ 

№
２ 

№
２ 



 

§ 記 入 例 §        

 

道 路 工 事 承 認 申 請 書               （№１） 
 

 

 

新

規 

更

新 

変

更 

廃

止 

鯖 土 第 号 

 年 月 日 

 
 令和３年４月１日 

道 路 工 事 承 認 申 請 書                 

  

道 路 管 理 者         

鯖 江 市 長  殿        

申 請 者      〒９１６－８６６６ 

住 所    鯖江市西山町１３－１ 

氏 名    鯖江 太郎 

担当者 ○○（内線１１１） 

T E L    ０７７８－５１－２２００ 

  

道路法第２４条の規定により、下記内容について承認申請します 

 

目 的      自動車乗入れ設置 

場 所      
路線名 ○○○○ 線（路線番号 ０１００１） 車道 ・ 歩道 ・ その他 

地 係 鯖江市 ○○ 町 １ 丁目 １ 番 １ 号地係 

内 容 

名 称      規 模      数 量      

自動車乗入れ 
Ｗ７．９４ｍ Ｌ２．５ｍ 

側溝６ｍ 舗装１４㎡ 
１か所 

占 用 期 間      

令和 年 月 日から 

令和 年 月 日まで 

 間 

構 造      

図面のとおり 

 

工 事 期 間      

令和３年４月１４日から 

令和３年４月２０日まで 

 ７日間 

施 工 方 法      

図面のとおり 

全面通行止・通行止（夜間は片側交互）・

片側交互通行・片側通行・一方通行・ 

通行に支障なし・歩道通行止（夜間開放） 

道 路 の      

復 旧 方 法      
原形復旧・指示のとおり復旧 添 付 書 類      

道路使用許可申請書・位置図・平面図・

構造図・道路使用平面図 

施 工 者      

住所 鯖江市○○町１－１ 

氏名 〇〇土建株式会社 

T E L   ０７７８－５１－１２３４ 

備 考      

 

課 長     課    員 担 当 者     許 可 番 号      鯖道占第    号 

   
起 案 日       ・ ・ 

決 裁 日       ・ ・ 

上記申請について、別紙のとおり許可してよろしいか。 

あわせて、鯖江警察署長、鯖江消防署長、  

 あてに協議および通知してよろしいか 

公印使用日 

   月   日 

 

 

本 復 旧      原因者 ・ 道路管理者 通 行 制 限      
全面通行止 ・ 通行止（夜間は片側交互） ・ 

片側交互通行 ・ 片側通行 ・ 一方通行 ・ 

通行に支障なし・歩道通行止（夜間開放） 

＊申請・協議件数が複数あり「内容」欄に記入できない場合は、別紙の明細書を使用すること。 

 

提出する日を記入する。施

工、使用開始日より１０日

以上前には、必ず提出す

る。 

該当する項目に○をする。 

該当する項目に○をする。 

占用期間は記入

しない。 

また、工事期間は

実際に施工する

期間を記入する。 

路線名・番号は土

木課で確認する。 

これより下の欄は記

入しない。 

乗入れの内容を

記入する。 

工事発注者の 

郵便番号、住所、氏名、担

当者名（内線）、電話番号

を記入し押印する。 

該当するものに○をする。

「新規」以外の場合は前回

の許可日・許可番号を記入

する。 

施工者の 

住所、氏名、電

話番号を記入

する。 



 

§ 記 入 例 §        

 

道路使用許可申請書（№２）                
 

 

 

福井県証紙       

 

道 路 使 用 許 可 申 請 書             

 
令和３年４月１日 

鯖江警察署長        殿 

 
住所 鯖江市○○町１－１ 

申 請 者     氏名 ○○土建株式会社  

代表取締役 ○○ ○○ 

T E L   ０７７８－５１－１２３４ 

 

道路使用目的        自動車乗入れ設置 

使 用 内 容        
Ｗ７．９４ｍ×Ｌ２．５ｍ 

側溝６ｍ 舗装１４㎡ 

場所または区間 鯖江市 ○○町１丁目１番１号 地係 

期 間        
令和３年４月 １４日 ９時から 

令和３年４月２０日 １７時まで 

方法または形態 
通行止め（夜間は片側交互通行）・全面通行止・片側交互通行・片側通行・ 

一方通行・通行に影響なし・歩道通行止（夜間開放） 

添 付 書 類        位置図・平面図・断面図・道路使用平面図・保安用品図 

現場責任者 

住所 鯖江市○○町１－１ 

氏名 ○○ ○○ 
連絡先（自宅・携帯） 

T E L   ０７７８－５１－１１１１ 

 

第 号 

道 路 使 用 許 可 証             

 
上記のとおり許可する。ただし、次の条件に従うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

鯖 江 警 察 署 長           

１ 方法または形態の欄には、工事または作業の方法、使用面積・行事等の参加人員、通行

の形態または方法等使用について必要な事項を記載すること。 

２ 添付書類の欄には、道路使用の場所、方法等を明らかにした図面、その他必要な書類を

添付した場合に、その書類名を記入すること。 

３ 申請者が法人であるときは、申請者の欄には、その名称、主たる事業所の所在地および

代表者の氏名を記載すること。 

 

 

条 件      

施工者の 

住所、氏名、電話番号

を記入する。 

申請書の提出日と同じ。 

申請書の「目的」

欄と同じ。 

申請書の「工事

期間」欄と同じ。 

施工時間帯は、

９時から１７時

までとし、通勤

通学・帰宅時間

帯は施工しな

い。 

申請書の「施行方法」欄と

同じ。 

現場責任者の 

氏名、自宅住所、自宅ま

たは携帯電話番号を記入

する。 

作成する３枚のうち

１枚に２３００円分

の県証紙を貼付する。 

申請書の「地係」欄と同じ。 

申請書の「内容」

と同じ。 



 

§ 記 入 例 §        

 

厳 守 事 項 書          （№３） 
 

 

 

 

 

令和３年４月１日 

鯖 江 警 察 署 長         殿 

鯖 江 市 長         殿 

住所 鯖江市○○町１－１ 

申 請 者     氏名 ○○土建株式会社 

代表取締役 ○○ ○○ 

T E L   ０７７８－５１－１２３４ 

 

 

厳 守 事 項 書           

 
道路上での工事および使用の際には、下記の事項を厳守することを誓います。 

 

記 

 

１ 工事現場の両端およびその中間に点在する道路には「工事中」「通行禁止」「迂回路」の表示

をします。 

２ 迂回路の選定にあたっては現地を確認し、通行者の立場になって決定します。 

３ 通行止区間（工事中）理由なくして通行者が立ち入りせぬよう監視します。 

４ 夜間は、赤色灯防護柵等を設け、通行者の安全を確保します。 

５ 機械・機材等は道路に放置せず、やむを得ない場合は安全柵・赤色灯、点滅燈をつけ事故防

止に安全を尽くします。 

６ 重機を使用するときは、常に監視員を配置し、あわせて交通整理をします。 

７ 工事の際は前もって地域住民にＰＲし、通行止になる場合は、直接影響のある地区の区長承

諾書をとります。 

８ 工事看板には実工期を掲載します。また、工事時間は朝９時から夕方１７時までとし通勤・

通学および帰宅時間帯は施工しません。 

９ 施工前には、上空・地下の占用物件に影響がないか確認したうえで施工します。 

１０ 道路管理者、警察署長の許可条件および意見に従います。 

 

 

今回の道路使用許可申請における交通に対する処置に同意します。 

 

交通に対する処置：全面通行止め・通行止め（夜間は片側交互通行） 

 

住 所     鯖江市○○町１－１ 

 

○○町区長 氏 名    ○○ ○○ 印 

 

ＴＥＬ ０７７８－５１－１１１１ 

 

 

 

申請書の提出日と同じ。 

施工者の 

住所、施工者名、電話番号

を記入する。 

通行止めにする場合

は、地元区長の同意を

とる。 

区名、区長住所、区長

氏名、区長電話番号を

記入し区長印（角印）

を押印する 

該当する通行

止めの種類に

○をする。 



 

 

 

§ 記 入 例 §        

 

位 置 図          （№４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…工事施工箇所 …迂回路 

＊図中の番号①～④は別紙「保安用品図（№８）」と対応 

 

② 
③ ① 

④ 

④ 

① 

③ ② 

③ 

③ 

通行止めをする場

合は必ず迂回路を

とること。 

色分けなどをして

分かりやすくする。 

現場の安全管理を記

入する。 

「保安用品図（№８）」

と対応させると分か

りやすい。 

片側２車線以上の道路における

「通行止め」は原則不可とする。 



 

 

 

§ 記 入 例 §        

 

道 路 使 用 平 面 図          （№７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路使用平面図（昼間） 

道路使用平面図（夜間） 

誘導員 
誘導員 

仮歩道 

⑰バリケード 

⑯ガードフェンス 

⑯バリケード 

⑯バリケード 

仮歩道 

４
ｍ

 
１
.
８
ｍ
 
１
ｍ
 

３
ｍ

 
２
.
８
ｍ
 
１
ｍ

 

⑳ ⑳ 

＊昼間は誘導員を設置し、片側交互通行とします 

＊夜間は信号機を設置し、片側交互通行とします 

＊図中の番号①～④は別紙「保安用品図（№８）」と対応 

 

７ｍ 

６ｍ 

④ ④ 

④ ④ 

④ ④ 

④ 

④ 

道路の使用幅、通行

可能な幅等を記入

する。 

夜間の安全管理も

必ず記入する。 

⑲ 
⑲ 

   

 

   

 

 

 

 

夜間に重機車両を放

置しない。 

歩道を施工する際は

仮歩道を設置する。 



 

保 安 用 品 図          （№８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①工事標示板 

⑭全面通行止 

に
ご
協
力
く
だ
さ
い 

安  全  第  一 

工事中 

②予告標示板 ③迂回路図表示板 ④協力依頼板 ⑤段差あり 

⑥徐行 ⑪片側通行 ⑫片側交互 ⑦仮歩道 ⑬通行止 ⑨幅員減少 ⑧車両通行

止め 

⑩一方通行 

⑮電光表示板 ⑯ガードフェンス ⑰バリケード 

⑱回転灯 ⑲回転式点滅灯 ⑳信号機 

板 

 

期間 

施工者 

発注者 

迂回路 これより 

工事中 

Ｍ先 
迂回図 

お
願
い 

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て 

い
ま
す 
工
事
中
ご
協
力

お
願
い
し
ま
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こ
の
先
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差
あ
り 
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行 
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つ
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通
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こ
の
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こ
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方
通
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片
側
通
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こ
の
先 
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の
先 

片
側
交
互
通
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通
行
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全
面
通
行
止 
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自動車乗入設置基準図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 置 基 準        

 
１ 隣接する乗り入れ（Ｒの端）から１ｍ以内には設置しないこと。 

２ 民地境界から１ｍ以内には設置しないこと。 

３ 歩道の平らな幅１.５ｍを確保すること。 

４ 交差点および曲り角から５ｍ以内には設置しないこと。ただし、Ｔ字型交差点の

突き当たり部分を除く。 

５ Ｔ字型交差点の突き当たり部分においても「県建築基準条例」により、設置でき

ない場合がある。 

６ 街路樹を移動する場合は、土木課にて「街路樹移植許可申請」をし、許可を得る

こと。 

７ 申請を行う前には、必ず土木課担当者と協議をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平  面  図 

５ｍ １ｍ １ｍ 

新設の乗り入れ 

既設の乗り入れ 

１
.５

ｍ
 

民地境界線 


